
宮城県では、地域産業が求めるIT商品の商品化に取り組む県内のIT関

連中小企業の開発改良などの支援を行っています。このたび、令和8年

度「デジタルフロンティアみやぎ商品開発支援」対象事業を募集します。

宮城県企画部産業デジタル推進課 担当：産業デジタル推進第二班
TEL 022-211-2479 
〒980-8570 仙台市青葉区本町三丁目8-1
URL：https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sangyod/startup.html

問い合わせ

補助率: 補助対象となる経費の 2/3 以内補助率

対象経費

商品開発支援事業
Digital Frontier MIYAGI
デジタルフロンティアみやぎ

令和8年度

補 助 金 の お 知 ら せ

募 集 期 間

対象者 宮城県内に本拠（本社もしくは本店又は製品開発拠点）を置くソフトウェアの開発等を行う

中小企業又は中小企業で構成された共同体
※中小企業：中小企業支援法第２条第１項に規定する中小企業。ただし、「みなし大企業」は除く

• 販売開始前のソフトウェア商品（ハードウェアに搭載されている場合やWebサービスを含む。）の開

発（軽微な改良を除く）を行い、製品最適化をした上で改善し、商品化する事業

• 販売開始前のソフトウェア商品（ハードウェアに搭載されている場合やWebサービスを含む。）につ

いて、製品最適化をした上で改善し、商品化する事業

TYPE-Ⅰ TYPE-ⅡAI活用等により手厚く

3００万円 2００万円

補助上限・
要件

対象事業

ユーザーに対して試用提供を含む製品最適化を行う
事業であること。先進的技術の技術開発ライセンス使
用料は、補助金額の1/3以上を充当すること。

ユーザーに対して試用提供を含む製品最適化を行う
事業であること。

(1) ソフトウェア開発費

開発・改良（センサーなど簡易なハードウェアの製作を含む。）に係る人件費（直接従事する者の直接作業時間に

対するものに限る。）及び使用料（先進的技術の技術開発ライセンス使用に対するものに限る。）、外部委託費、技

術指導に対する謝金

(2) 製品最適化費

ユーザーに対する試用提供を含む製品最適化に要するハードウェアのリース又はレンタルに要する経費、通信回

線費、通信運搬費、交通費、消耗品費、雑役務費、外部委託費（市場分析、業務分析、技術検証に係るものに限

る。）
※外部委託費は、(1)(2)とも補助対象経費の２分の１以内とする。

制度の詳細や申請書類などについては、宮城県産業デジタル推進課のWebサイトをご覧ください。

4月24日（金）～6月19日（金）
午後5時まで（必着）

令和8年


